
・当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。
・当院では、医薬品の安定供給等を踏まえ、後発医薬品があるお薬については、商品名ではなく有効成分の名称である一般名で処方する場合があります。
なお、後発医薬品のある先発医薬品（長期収載品）を希望で選択される場合には、選定療養費として特別の料金をご負担いただくことがあります。
・地域におけるかかりつけ医として、患者が受診している他の医療機関及び処方薬を把握し、必要な服薬管理を行います。
・必要に応じて専門医師又は専門医療機関への紹介を行います。
・健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
・保健・福祉サービスに関する相談に応じます。
・診療時間外を含む緊急時の対応方法等に係る情報提供を行っております。
・受診歴の有無にかかわらず、発熱その他感染症を疑わせる患者を積極的に受け入れております。
・オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用しております。
・医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
・健康相談及び予防接種に係る相談を実施しております。
・通院患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に対応いたします。
・患者の状態に応じ、医師の判断のもと28日以上の長期処方（院外処方となります）又はリフィル処方箋発行可能です。
・後発医薬品の使用に積極的に取り組んでおります。
・医薬品の供給不足時の際には、製薬会社や卸業者、薬剤管理者、院長と共に協議し、
適切な薬剤に変更する場合があります。
・当院では継続的に受診されている患者さんの緊急時の対応として24時間の電話対応を　行っております。　連絡先⇒土佐医院0773-23-6115



